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介護報酬改定について 

（認知症対応型共同生活介護） 
 

 

 

 

参考資料：厚生労働省老健局発 

・「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」 

・「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.1)」（令和 6 年 3 月 15 日） 

・「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.2)」（令和 6 年 3 月 19 日） 

・「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.3)」（令和 6 年 3 月 29 日） 

・「介護保険施設等運営マニュアル（令和４年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当資料は主な改正点及びＱ＆Ａのみの記載となっておりますので、

詳細は厚生労働省の各種通知、参考書等を確認していただきますよ

うお願い申し上げます。 



令和６年度 報酬改定の概要（厚生労働省資料より） 

人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立

支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやす

い職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改

定を実施。 

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 

認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジ

メントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率

的な取組を推進 

・質の高い公正中立なケアマネジメント 

・地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組 

・医療と介護の連携の推進 

 ・在宅における医療ニーズへの対応強化 

 ・高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化 

 ・高齢者施設等と医療機関の連携強化 

・看取りへの対応強化 

・感染症や災害への対応力向上 

・高齢者虐待防止の推進 

・認知症の対応力向上 

・福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し 

２．自立支援・重度化防止に向けた対応 

高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種連携やデータの活用等を

推進 

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等 

・自立支援・重度化防止に係る取組の推進 

・LIFEを活用した質の高い介護 

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり 

介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇改善や生産性向上

による職場環境の改善に向けた先進的な取組を推進 

・介護職員の処遇改善 

・生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり 

・効率的なサービス提供の推進 

４．制度の安定性・持続可能性の確保 



介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心できる制度を構築 

・評価の適正化・重点化 

・報酬の整理・簡素化 

５．その他 

・「書面掲示」規制の見直し 

・通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化 

・基準費用額（居住費）の見直し 

・地域区分 

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護の改正点（抜粋） 

①高齢者虐待防止の推進 

〇利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業 

者（居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再 

発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針 

の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、基本報酬を減算 

する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なる 

こと等を踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】 

〇施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図る 

ほか、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス 

対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とそ 

の家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向け 

た施策の充実を図る。 

【単位数】 

＜現行＞  ＜改正後＞ 

なし    高齢者虐待防止措置未実施減算 

      所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算する（新設） 

【算定要件等】 

〇虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討するための委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を 

 定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

【Ｑ＆Ａ】 

問167 

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するため

のすべての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこ

と）がなされていなければ減算の適用となるのか。 



（答）・減算の適用となる。 

   ・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意するこ 

と。 

問168 

運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見

した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答）過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実

が生じた月」となる。 

問169 

高齢者虐待防止未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全て

の措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなさ

れていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実

が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することと

し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員につ

いて所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改

善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

（答）改善計画の提出の有無に関わらず、事実の生じた月の翌月から減算の措置を行って

差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた

月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

問170 

居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業所では、実質的に従業員が１名だ

けということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的

にしなければならないのか。 

（答）・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連

携を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施

していただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が

得られにくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用

されたい。 

   ・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複

数事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関

等の協力を得て開催することが考えられる。 

   ・研修会の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他

委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小

規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 

   ・なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施

したことの内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 

   ・また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の 

企画と運営に関しては、以下の参考例（※）を参考にされたい。 

（※）社会福祉法人東北福祉会認知症研究・研修仙台センター「施設・事業所に 

おける高齢者虐待防止のための体制整備 令和３年度基準省令改正等に伴 

う体制整備の基本と参考例」（令和３年度老人保健健康増進等事業、令和 

４年３月）  



厚生労働省「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.1)」（令和6年3月15日）より 

 

②協力医療機関との連携体制の構築 

〇高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で

適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機

関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。【省令改正】 

 ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるよ

う努めることとする。 

  ① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を常時確保していること。 

  ② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること 

 イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対

応を確認するとともに、当該医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った

自治体に提出しなければならないこととする。 

 ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。 

 

③協力医療機関との定期的な会議の実施 

〇介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護につい 

て、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者又は入居者（以下、

「入所者等」という。）の現病歴等情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価す

る新たな加算を創設する。 

〇また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現

病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。【告示改正】 

【単位数】 

＜現行＞    ＜改定後＞（新設） 

なし      協力医療機関連携加算 

        協力医療機関が（１）下記の①、②の要件を満たす場合 100単位/月 

               （２）それ以外の場合                   40単位/月 

 （協力医療機関の要件） 

  ①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う 

   体制を常時確保していること。 

  ②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時 

   確保していること。 

  ③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等 

   の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

 

④入院時等の医療機関への情報提供 

〇介護老人福祉施設、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入

所者又は入居者（以下、「入所者等」という。）が医療機関へ退所した際、生活支援上の



留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】 

【単位数】 

＜現行＞    ＜改定後＞ 

なし      退居時情報提供加算 250単位/回（新設） 

 

【算定用件等】 

入所者が医療機関へ退所した場合 

〇医療機関へ退居する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する

際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した

場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。 

 

⑤高齢者施設等における感染症対応力の向上 

〇高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染症の対応を行う医療

機関との連携の上で施設内で感染症の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防

止することが求められることから、以下を評価する新たな加算を設ける。 

 ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）

との連携体制を構築していること。 

 イ 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機関等と感染症発生時におけ

る診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関と連携の上、適切な対応を

行っていること。 

  ※新型コロナウイルス感染症を含む。 

 ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に主催す

る感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。 

〇また、感染症対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した 

場合の感染制御等の実地指導等を受けることを評価する新たな加算を設ける。【告示改 

正】 

【単位数】 

＜現行＞    ＜改定後＞ 

なし      高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ） 10単位/月（新設） 

        高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ）  5単位/月（新設） 

【算定用件等】 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ） 

〇感染症法第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生 

時等の対応を行う体制を確保していること。 

〇協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決め

るとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 

〇診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策等に関する研修又は訓練に１年に１回

以上参加していること。 

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ） 

〇診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上 

施設内で感染症が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 



⑥施設内療養を行う高齢者施設等への対応 

〇新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な

医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染

対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを

新たに評価する。 

〇対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みと

する。【告示改正】 

【単位数】 

＜現行＞    ＜改定後＞ 

なし      新興感染症等施設療養費 240単位/日（新設） 

【算定用件等】 

〇入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院

調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感

染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、１月に１回、連続する５日

を限度として算定する。 

※現時点において指定されている感染症はない。 

⑦新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

〇施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症等

の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感

染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決

めるよう努めることとする。 

〇また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。【省令改正】 

 

⑧業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 

〇感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体

制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しく

は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。【告示

改正】 

【単位数】 

＜現行＞    ＜改定後＞ 

なし      業務継続計画未実施減算 

        施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する 

                   単位数を減算（新設） 

その他のサービス   所定単位数の100分の1に相当する 

                   単位数を減算（新設） 

【算定用件等】 

〇以下の基準に適合していない場合 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）



を策定すること。 

 ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

  ※令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びびまん延の防止のための指針の整備及び非常災

害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉

用具貸与、居宅介護支援については、令和７年３月３１日までの間、減算を適用しない。 

〇１年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携によ

り計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援

に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計

画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、県別の計画策

定状況を公表し、指定権者による取り組みを促すとともに、業務継続計画を策定済の施

設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による

継続的な指導を求める。 

⑨認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における 

平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進 

〇認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期

に対応するための平時からの取り組みを推進する観点から、新たな加算を設ける【告示改

正】 

【単位数】 

＜現行＞    ＜改定後＞ 

なし       認知症チームケア推進加算（Ⅰ）150単位/月（新設） 

         認知症チームケア推進加算（Ⅱ）120単位/月（新設） 

         ※認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している場合に 

          おいては、算定不可。 

【算定用件等】 

＜認知症チームケア推進加算（Ⅰ）＞（新設） 

（１）事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活

に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 

（２）認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下、「予防等」とい

う。）に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介

護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラム

を含んだ研修を修了した者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知

症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

（３）対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に

基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施して

いること。 

（４）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの

開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評

価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 

＜認知症チームケア推進加算（Ⅱ）＞（新設） 

・（Ⅰ）の要件のうち（１）、（３）、及び（４）に掲げる基準に適合すること。 

・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了してい 



るものを１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に 

対応するチームを組んでいること。 

 

⑩利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び 

  職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け 

〇介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題

を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。そ

の際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】 

 

⑪科学的介護推進体制加算の見直し 

〇科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を

軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。 

 ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直

し等を実施。【通知改正】 

 イ ＬＩＦＥへのデータ提出頻度について、少なくとも「６月に１回」から「３月に１

回」に見直す。【通知改正】 

 ウ 初回のデータ提出時期について他のＬＩＦＥ関連加算と揃えることを可能とする。 

  【通知改正】 

【算定要件等】 

〇ＬＩＦＥへのデータ提出頻度について、他のＬＩＦＥ関連加算と合わせ、少なくとも

「３月に１回」に見直す。 

〇その他、ＬＩＦＥ関連加算に共通した見直しを実施。 

＜入力負担軽減に向けたＬＩＦＥ関連加算に共通する見直し＞ 

 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。 

 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミン

グを統一できるようにする。 

 

⑫認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し 

〇令和３年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場

合の夜勤職員配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算

について、見直しを行う。【告示改正】 

【単位数】 

＜現行＞                             ＜改定後＞ 

夜間支援体制加算（Ⅰ）50単位/日（共同生活住居が１の場合）     変更なし 

夜間支援体制加算（Ⅱ）25単位/日（共同生活住居が２以上の場合） 

【算定要件等】 

〇認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の人員配置要件について、現行の

算定要件に加え、要件を満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回ってい



る場合にも算定を可能とすることとする。 

 

 

 

夜勤職員の最低基準（１

ユニット１人）への加配

人数 

見守り機器の利用者に 

対する導入割合 
その他の要件 

現行 

要件 

事業所ごとに常勤換算方

法で１人以上の夜勤職員

又は宿直職員を加配する

こと。 

  

新設 

要件 

事業所ごとに常勤換算方

法で0.9人以上の夜勤職員

を加配すること。 

10％ 

利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会を設

置し、必要な検討等が行われている

こと。 

※ 全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているこ

と。 

※ 宿直職員は事業所内での宿直が必要。 

※ 併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場合には算定対象外（それぞれに宿直職員

が必要）。 

 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

〇協力医療機関について 

問124 

連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を持

つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握す

ればよいか。 

（答）診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページ

に掲載されているので参考とされたい。 

   （地方厚生局ホームページ） 

   以下のホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機

関が該当する医療機関となります。 

   在宅療養支援病院：（支援病１）、（支援病２）、（支援病３） 

   在宅療養支援診療所：（支援診１）、（支援診２）、（支援診３） 

   在宅療養後方支援病院：（在後病） 

   地域包括ケア病棟入院科（地域包括ケア入院医療管理科）： 

     （地包ケア１）、（地包ケア２）、（地包ケア３）、（地包ケア４） 

    ※地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に 

     200床未満（主に地包ケア１及び地包ケア３）の医療機関が連携の対象として想

定されます。 

    ※令和６年度診療報酬改定で新設される「地域包括医療病棟」は、地域の救急患

者等を受け入れる病院であり、高齢者施設等が平時から連携する対象としては

想定されませんのでご留意ください。 



 

■東北厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/docu

ments/2018 05koushin.html  

※ 各都道府県の「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策１、感染対策２、感 

染対策３、外来感染の記載のある医療機関が該当します。 

 

 

問127 

協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのは

どんな職種を想定しているか。 

（答）職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者

に説明でき、急変時等における当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席す

ること。 

問128 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンフ

ァレンス及び訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定

期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは具体的にどのような

ものであるか。また、これらのカンファレンス等はリアルタイムでの画像を介したコミ

ュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加することでもよいか。 

（答）・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカンファレン

スは以下の通りである。 

    ・感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関におい

て、感染制御チーム（外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。）

により、職員を対象にして、定期的に行う研修 

    ・感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及び地域の医

師会と連携し、感染対策向上加算２又は３に係る届出を行った保険医療機関と

合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発

生時等を想定した訓練 

    ・地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや新興

感染症の発生時等を想定した訓練 

    ・感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスに

ついては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況など

の情報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容とし

て、高齢者施設等における感染対策に資するものであることを事前に確認の

上、参加すること。 

    ・また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介した

コミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加しても差し支え

ない。 

問129 

「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し



ていること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すれ

ばよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出

を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。 

（答）都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和６年４月から９月末までに行うこ 

ととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされ 

ている。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出

を行っている医療機関については、地方厚生局のホームページに掲載されているので

参照されたい。 

■東北厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/docu

ments/2018 05koushin.html  

※ 各都道府県の「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策１、感染対策２、感 

染対策３、外来感染の記載のある医療機関が該当します。 

問131 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策向上加算又は外来感染対策向

上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年

に１回以上参加していることとあるが、令和７年３月31日までの間にあっては、3月31日

までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。 

（答）医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員の参加の可 

否を確認した上で令和７年３月31日までに研修又は訓練に参加できる目処があれば 

算定してよい。 

問132 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係る届出を行った

医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。 

（答）実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 

   ・施設等の感染対策の現状の把握、確認（施設等の建物内の巡回等） 

   ・施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 

・個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等 

・感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法（ゾーニング等）に関する説 

明、助言及び質疑応答 

   ・その他、施設等のニーズに応じた内容 

   単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。 

〇認知症介護基礎研修について 

問159 

認知症介護基礎研修について、当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。

その際、運営基準違反にあたるのか。 

（答）当該研修の義務付けは、雇用の要件に係るものではなく、事業者が介護に直接携わ

る職員に対し、研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けている

ものである。したがって、介護に直接携わる職員として研修を受けていない者を雇

用する場合でも、運営基準違反にはあたらない。なお、新卒採用、中途採用を問わ

ず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者については、採用後１年

の猶予を設けている。 



〇業務継続計画未策定減算について 

問164 

業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答）・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該

業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

   ・なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けら

れた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実

施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。 

問165 

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場

合、「事実が生じた時点」まで遡及して業務継続未策定減算を適用するのか。 

（答）・業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを

発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算

を適用することとなる。 

   ・例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画未

策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針及び非常災

害に関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年10月からではなく、

令和６年４月から減算の対象となる。 

   ・また、訪問介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未

策定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

〇高齢者虐待防止未実施減算について 

問167 

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための

全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がな

されていなければ減算の適用となるのか。 

（答）減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となるこ 

とに留意すること。 

〇虐待防止委員会及び研修について 

問170 

居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業員が１名だけ

ということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にし

なければならないのか。 

（答）・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携

を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施して

いただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られ

にくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

   ・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数

事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の

協力を得て開催することが考えられる。 

   ・研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員

会との合同開催、都道府県や市町村が実施する研修会への参加、複数の小規模事業

所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 



   ・なお、委員会や研修を合同で開催する場合には、参加した各事業所の従事者と実施

したことの内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 

   ・また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企

画と運営に関しては、以下の資料の参考例（※）を参考にされたい。 

    （※）社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所

における高齢者虐待防止のための体制整備令和３年度基準省令改正等に伴

う体制整備の基本と参考例」令和３年度老人保健健康推進等事業、令和４年

３月。 

厚生労働省「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.1)」（令和6年3月15日）より 

 

〇認知症チームケア推進加算について 

問1 

「認知症チームケア推進研修（認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、ＢＰ

ＳＤの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践すること

を目的とした研修をいう）」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが

実施主体となるのか。 

（答）研修内容は、以下に示す認知症の人へのケアに関する内容を含むものとする。 

   ・ＢＰＳＤのとらえかた 

   ・重要なアセスメント項目   

   ・評価尺度の理解と活用方法 

   ・ケア計画の基本的考え方 

   ・チームケアにおけるＰＤＣＡサイクルの重要性 

   ・チームケアにおけるチームアプローチの重要性 

   また、研修の実施主体は、認知症介護研究・研修センター（仙台、東京、大府）であ 

り、全国の介護職員を対象として研修を実施する予定としているが、各都道府県・指 

定都市が実施主体となることや、各都道府県・指定都市が実施している認知症介護実 

践リーダー研修に上記の研修内容を追加して実施することは差し支えない。 

なお、各都道府県・指定都市において上記の研修を認知症介護実践リーダー研修に追 

加して実施する場合には、認知症チームケア推進研修の研修内容が含まれた研修を修 

了した旨を修了証に記載するなど明確になるよう配慮されたい。 

問2 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要

件を満たさないという認識でよいか。また、認知症チームケア推進加算（Ⅱ）は、同様に

認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識でよいか。 

（答）貴見のとおり。 

   本加算（Ⅰ）では、現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症チーム

ケア推進研修を修了する必要がある。同様に、本加算（Ⅱ）では、認知症介護実践リーダー

研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。 

〇協力医療機関連携加算について 

問13 

基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、

協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち１つの医



療機関と行うことで差し支えないか。 

（答）差し支えない。 

厚生労働省「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.2)」（令和6年3月19日）より 

 

問3 

協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において、当

該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年３回

以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのよう

な場合が該当するか。 

（答）例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医

療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク（以下、

「地連ＮＷ」という。）に参加し、当該介護保険施設等の医師が記録した当該介護保

険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連ＮＷ

にアクセスして確認可能な場合が該当する。 

   この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び

急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について１ケ月に１回以上記録するこ

と。 

   なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨

を文書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月１回の頻度で提供

すること。 

厚生労働省「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.3)」（令和6年3月29日）より 

 


